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アメリカにおける内部者取引規制の法理(島袋）6３

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
内
部
者
取
引
規
制
の
法
理

序
論

一
内
部
者
取
引
規
制
の
発
展

ト
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
法
理
の
特
色
と
限
界

１
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
法
理

②
特
色
と
限
界

副
○
・
・
」
三
一
．
く
。
シ
、
：
鳥
ケ
ー
ス
（
以
上
前
号
）

口
証
券
取
引
所
法
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
幻
巨
一
の
］
ｇ
１
ｍ
の
下
に
お
け
る
発
展

⑪
連
邦
証
券
諸
法
の
詐
欺
禁
止
規
定
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
詐
欺
と
の
関
係

②
証
券
取
引
所
法
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
ァ
巨
一
の
］
弓
‐
、
と
内
部
者
取
引
（
以
上
本
号
）

臼
○
口
身
角
・
す
。
貝
の
お
よ
び
、
『
の
×
、
切
○
こ
一
一
ｍ
こ
－
℃
旨
『
ケ
ー
ス
の
意
義

二
内
部
者
の
民
事
責
任

三
市
場
取
引
と
民
事
責
任
⑪
ｌ
判
例

四
市
場
取
引
と
民
事
責
任
②
－
判
例
お
よ
び
学
説
の
検
討

結
論

内
部
者
の
民
事
責
任
を
中
心
と
し
て

〔二〕鳥
袋
鉄
男
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に
証
券
取
引
所
法
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
冒
一
の
〕
（
｝
７
ｍ
の
下
に
お
け
る
発
展

１
連
邦
証
券
諸
法
の
詐
欺
禁
止
規
定
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
詐
欺
と
の
関
係
一
九
三
三
年
証
券
法
（
三
の
の
の
。
日
．
一
一
」
①
の

（
１
）

ン
。
〔
・
｛
」
＠
い
い
）
を
は
じ
め
と
す
る
一
巡
の
い
わ
ゆ
る
連
邦
証
券
諸
法
は
、
証
券
取
引
に
関
連
す
る
虚
偽
表
示
や
詐
欺
と
な
る
行
為

を
禁
止
す
る
規
定
ｌ
詐
欺
禁
止
規
定
（
Ｐ
。
三
『
Ｐ
ご
」
己
『
・
く
一
切
一
・
二
ｍ
）
ｌ
を
設
け
た
。
証
券
取
引
に
関
連
し
て
行
わ
れ
る
こ
れ
ら
の

不
正
行
為
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ま
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
法
理
、
と
く
に
不
法
行
為
法
上
の
詐
欺
（
｛
『
ロ
ー
」
」
・
『
：
。
の
一
一
）
の
法

理
に
よ
っ
て
被
害
者
の
救
済
が
は
か
ら
れ
て
き
た
。
内
部
者
取
引
が
、
重
要
な
事
実
の
不
開
示
と
し
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
詐
欺

（
２
）

と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
観
点
か
ら
問
題
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
み
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
コ
モ
ン
・

ロ
－
を
背
景
に
連
邦
証
券
諸
法
の
詐
欺
禁
止
規
定
が
定
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
中
で
使
用
さ
れ
て
い
る
文
一
一
一
一
口

か
ら
し
て
も
、
禁
止
行
為
（
詐
欺
）
の
成
立
要
件
に
関
す
る
基
本
的
な
問
題
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
１
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
、
常
に
コ
モ
ン
・
ロ
１
と
の
対
比
が
問
題
と
さ
れ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
つ

（
３
）

｛
４
）

た
。
そ
の
際
、
連
邦
証
券
諸
法
が
制
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
背
景
か
ら
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
詐
欺
に
関
す
る

コ
モ
ン
・
ロ
－
の
も
っ
と
も
リ
ベ
ラ
ル
な
見
解
に
依
る
べ
き
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
と
さ
れ
、
さ
ら
に
は
、
裁
判
所
は
し
ば
し
ば
、

こ
れ
ら
の
規
定
の
定
め
る
詐
欺
は
、
必
ず
し
も
コ
モ
ン
・
ロ
－
に
お
い
て
詐
欺
と
な
る
場
合
に
限
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
見
解
を

（ＰＣ）

と
っ
て
き
た
・
連
邦
証
券
諸
法
が
と
く
に
民
事
責
任
に
関
す
る
明
文
規
定
を
設
け
た
理
由
の
一
つ
は
、
虚
偽
表
一
不
や
不
開
一
不
の
場
合

（
６
）

に
関
す
る
コ
モ
ン
・
ロ
－
の
救
済
が
不
充
分
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
ろ
。
連
邦
証
券
諸
法
の
詐
欺
禁

止
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
判
例
や
学
説
の
う
え
に
だ
っ
て
、
そ
の
解
釈
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
概
念
に
よ
っ
て
厳

内
部
者
取
引
規
制
の
発
展
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格
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
立
法
の
目
的
に
照
し
て
緩
や
か
に
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
明
言
し
、
そ
の
後
の
判
例
に
一
つ
の
指
針
を

（【Ｊ）

与
え
た
も
の
と
し
て
の
因
○
く
・
○
眉
冒
一
○
Ｐ
三
切
訶
の
“
の
Ｐ
「
・
ゴ
ロ
巨
司
の
Ｐ
二
・
『
。
◎
・
ケ
ー
ス
に
お
け
る
連
邦
最
高
裁
判
所
の
見
解
が
あ
る
。

本
件
は
、
投
資
顧
問
と
し
て
登
録
さ
れ
た
者
（
同
の
四
②
【
の
句
の
」
ヨ
く
の
切
目
の
三
画
（
茸
】
晩
の
『
）
が
、
顧
客
に
対
し
て
或
る
特
定
の
証
券

を
推
奨
す
る
前
に
、
自
己
の
計
算
で
そ
の
証
券
を
買
入
れ
、
推
奨
後
証
券
の
値
上
り
を
ま
っ
て
当
該
証
券
を
売
付
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
利
益
を
得
る
行
為
ｌ
取
引
界
で
⑪
。
Ｐ
一
己
息
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
行
為
－
を
、
顧
客
に
黙
っ
て
な
す
こ
と
が
、
投
資
顧
問
法
の

（
８
）

詐
欺
禁
止
規
定
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
投
資
顧
問
法
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、

将
来
の
顧
客
へ
の
証
券
の
推
奨
に
際
し
て
は
、
推
奨
に
先
だ
っ
て
当
該
証
券
を
買
付
け
た
こ
と
お
よ
び
そ
れ
を
推
奨
後
売
付
け
る
意

思
の
あ
る
こ
と
を
顧
客
に
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
そ
の
開
示
を
求
め
る
予
備
的
差
止
命
令
（
ロ
『
の
一
目
ご
口
ご
旦
目
？

二
○
二
）
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
投
資
顧
問
法
で
使
わ
れ
て
い
る
詐
欺
（
「
『
Ｐ
目
・
甸
旦
の
。
の
｝
二
と
い

う
文
言
は
、
法
技
術
的
意
味
（
旨
晏
の
弓
扇
Ｃ
ゴ
コ
ー
ｏ
Ｐ
－
ｍ
の
ご
印
の
）
に
使
わ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
要
件
が
立
証
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
本
件
で
要
件
と
考
え
ら
れ
る
投
資
顧
問
に
顧
客
に
対
す
る
侵
害
の
意
思
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
は
、

顧
客
に
実
際
の
金
銭
的
損
失
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
な
い
と
し
て
、
請
求
を
棄
却
し
た
。
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
も
地
方

裁
判
所
の
判
断
を
支
持
し
た
が
、
最
高
裁
判
所
は
、
立
法
の
解
釈
の
問
題
に
つ
い
て
判
断
す
る
た
め
に
裁
量
上
訴
（
・
の
貝
一
○
局
周
一
）

を
認
め
た
。
問
題
は
、
投
資
顧
問
法
で
い
う
詐
欺
を
法
技
術
的
意
味
に
厳
格
に
解
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
、
よ
り
緩
か
な
、
修
正
的

（
９
）

解
釈
を
な
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
、
）

最
高
裁
判
所
の
判
決
は
、
ま
ず
、
投
資
顧
問
法
が
い
わ
ゆ
る
連
邦
証
券
諸
法
の
最
後
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
ち
、
こ

れ
ら
の
制
定
法
の
基
本
的
目
的
に
つ
い
て
、

「
こ
れ
ら
の
制
定
法
に
共
通
す
る
基
本
的
目
的
は
、
買
主
注
意
せ
よ
の
原
理
（
己
三
一
・
“
・
ロ
三
・
｛
・
§
の
貝
⑤
①
冒
亘
：
）
に
代
え



6６琉大法学第22号 (1977）

右
の
よ
う
な
結
論
は
、
な
ん
ら
コ
モ
ン
・
ロ
１
の
価
値
を
減
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
裁
判
所
が
コ
モ
ン
・
ロ
１
の
詐
欺
の
法
理
を

我
々
の
社
会
の
商
取
引
に
適
合
せ
し
め
る
た
め
に
と
っ
て
き
た
方
法
の
中
に
、
こ
れ
を
支
持
す
る
根
拠
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と

し
て
、
そ
の
理
由
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ろ
。

「
コ
モ
ン
・
ロ
１
の
詐
欺
の
内
容
は
、
下
級
審
が
考
え
て
い
る
よ
う
に
静
止
し
た
状
態
の
ま
ま
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

例
え
ば
、
求
め
ら
れ
て
い
る
救
済
（
『
の
一
一
の
こ
の
性
質
、
当
事
者
間
の
関
係
お
よ
び
問
題
と
な
っ
た
商
品
に
よ
っ
て
変
化
し
て
き

た
。
衡
平
法
上
の
、
あ
る
い
は
予
防
的
な
救
済
（
の
ｃ
昌
号
一
の
。
『
己
「
・
つ
ど
一
：
二
○
『
の
一
」
の
｛
）
を
求
め
る
訴
訟
に
お
い
て
は
、
金
銭

（
過
）

的
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
す
べ
て
の
要
件
を
立
証
す
る
必
要
は
な
い
」

一
さ
ら
に
、
ま
た
、
受
任
者
（
｛
昏
○
旨
ご
）
Ｉ
議
会
は
投
資
顧
問
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い
る
ｌ
に
対
す
る
訴
訟
に
お

い
て
も
、
通
常
の
対
等
者
間
の
取
引
（
：
Ｐ
『
ョ
、
砂
一
の
。
、
二
月
自
切
：
二
・
コ
）
の
当
事
者
に
対
す
る
訴
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
要

て
完
全
開
示
の
原
理
（
□
亘
一
・
②
：
｝
こ
○
「
｛
一
』
’
’
１
】
②
○
一
・
切
冒
の
）
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
証
券
界
に
お
け
る
高
い
企
業
倫
理
を
達

成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
師
〕

と
述
べ
て
い
ろ
。
続
い
て
、
投
資
顧
問
法
の
制
定
に
い
た
る
過
程
の
分
析
か
ら
、
同
法
は
、
議
会
が
、
投
資
顧
問
が
顧
客
に
対
し
て

投
資
勧
告
を
す
る
場
合
の
両
者
の
関
係
に
存
す
る
或
る
種
の
信
任
的
性
質
（
筐
：
一
口
ご
コ
回
目
「
の
）
を
認
識
し
、
投
資
顧
問
が
公

平
無
私
な
投
資
勧
告
を
な
す
こ
と
を
妨
げ
る
よ
う
な
す
べ
て
の
利
害
の
衝
突
の
可
能
性
を
取
り
除
く
か
、
あ
る
い
は
、
少
く
と
も
そ

の
よ
う
な
利
害
の
函
突
の
あ
る
場
合
は
、
そ
の
事
実
を
明
白
な
ら
し
め
よ
う
と
す
る
意
図
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
議
会
が
裁

判
所
に
対
し
て
、
同
法
の
定
め
る
詐
欺
的
行
為
を
禁
止
す
る
権
限
を
与
え
る
に
つ
い
て
、
侵
害
の
意
思
お
よ
び
顧
客
の
現
実
の
損
害

の
証
明
を
要
件
と
す
る
意
図
を
有
し
て
い
た
と
解
す
る
こ
と
は
、
投
資
顧
問
法
の
右
の
よ
う
な
明
確
な
目
的
を
破
棄
す
る
こ
と
に
な

（
胆
）

ろ
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
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「
議
会
は
、
一
九
四
○
年
の
投
資
顧
問
法
が
、
詐
欺
回
避
の
目
的
（
号
の
ご
巨
目
・
切
の
。
｛
働
く
。
曽
富
、
｛
『
：
」
）
の
た
め
に
制
定
さ
れ

た
他
の
証
券
立
法
ど
同
じ
よ
テ
に
、
法
技
術
的
、
制
限
的
に
解
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
補
修
的
目
的
（
『
§
の
＆
Ｐ
一
℃
巨
昌
・
の
の
）

〈
略
）

を
遂
行
す
る
た
め
に
緩
か
に
（
｛
｜
の
×
ず
ご
）
解
さ
れ
る
こ
と
を
意
図
し
た
の
で
あ
る
」

本
件
で
示
さ
れ
た
右
の
見
解
は
、
投
資
顧
問
法
の
み
な
ら
ず
他
の
連
邦
証
券
諸
法
の
詐
欺
禁
止
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
の
基
本
方

針
を
も
示
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
、
そ
の
後
の
判
例
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
と
く
に
、
テ
キ
サ
ス
、
ガ
ル
フ
、
サ

ル
フ
ァ
判
決
を
は
じ
め
、
連
邦
証
券
取
引
所
法
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
河
口
一
の
］
写
１
ｍ
の
適
用
拡
大
に
つ
い
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
た

（
灯
）

判
例
に
対
す
る
影
響
が
大
き
く
、
こ
れ
ら
の
判
例
の
多
く
が
、
そ
の
解
釈
の
指
針
と
し
て
右
の
見
解
を
援
用
し
て
い
ろ
。
そ
の
意
味

（
旧
）

で
右
の
見
解
は
、
宛
こ
｝
の
］
◎
ず
‐
、
の
適
用
拡
大
を
支
え
た
指
導
理
念
（
ぬ
ヨ
ュ
ョ
、
で
三
・
吻
・
己
匂
）
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
内

ら
か
に
し
た
。

「
議
会
は
、

件
の
す
べ
て
を
立
証
す
る
必
要
は
な
い
。
裁
判
所
は
受
任
者
に
対
し
て
、
顧
客
を
誤
解
に
導
か
な
い
よ
う
に
充
分
な
注
意
を
は
ら

う
義
務
を
課
す
と
同
時
に
、
最
大
の
誠
意
を
尽
く
し
、
重
要
な
事
実
を
完
全
か
つ
公
正
に
開
示
す
る
義
務
を
課
し
て
き
価
〕

議
会
が
投
資
顧
問
の
詐
欺
行
為
を
禁
止
す
る
法
律
を
制
定
す
る
に
際
し
て
、
右
の
よ
う
な
コ
モ
ン
・
ロ
Ｉ
の
法
理
の
発
展
を
知
ら

な
か
っ
た
は
ず
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
か
り
に
、
詐
欺
に
関
す
る
コ
モ
ン
・
ロ
－
を
法
典
化
し
た
と
す
る
下
級
審
の
見
解
を
と
っ

た
と
し
て
も
、
議
会
は
、
裁
判
所
が
受
任
者
に
よ
る
証
券
詐
欺
の
防
止
と
い
う
目
的
の
た
め
に
コ
モ
ン
・
ロ
－
を
適
合
せ
し
め
て
き

た
と
同
じ
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
－
を
補
修
し
た
う
え
で
（
『
の
月
＆
Ｐ
一
一
堂
）
法
典
化
し
た
の
で
あ
っ
て
、
対
等
者
間
に
お
け
る
土
地

や
通
常
の
動
産
取
引
に
関
す
る
訴
訟
で
伝
統
的
に
適
用
せ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
老
単
に
法
技
術
的
に
（
《
の
：
己
‐

〈
鴫
）

○
口
一
一
ご
法
典
化
し
た
の
で
は
な
い
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
論
理
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

右
の
よ
う
な
分
析
の
う
え
に
だ
っ
て
、
連
邦
証
券
諸
法
の
詐
欺
禁
止
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
般
的
指
針
を
明
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。
：
一
日
一
○
Ｐ
冒
切
ケ
ー
ス
は
、
こ
の
よ
う
に
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
な
お
、
つ
ぎ
の
二
点

を
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
第
一
は
、
こ
の
ケ
ー
ス
が
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
差
止
命
令
を
求
め
た
ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
、
私
人
に
よ
る
損

害
賠
倣
請
求
事
件
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
判
決
が
詐
欺
禁
止
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
必
ず
し
も
コ
モ
ン
・

ロ
ー
上
の
詐
欺
の
要
件
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
な
い
と
す
る
見
解
を
と
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
救
済
が
、

Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
よ
る
差
止
命
令
の
申
立
と
い
う
予
防
的
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
重
要
な
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
て
い
ろ
と
思
わ

（
四
）

れ
ろ
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ｏ
凹
亘
国
一
○
巴
。
の
判
決
が
、
救
済
の
性
質
を
重
視
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
批
判
的
な
評
価
が
あ
り

｛
加
一

う
ろ
し
、
同
判
決
で
一
市
さ
れ
た
見
解
は
、
罰
巨
一
の
］
○
ヶ
－
ｍ
の
下
に
お
け
る
私
人
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
事
件
の
判
決
に
も
承
継
さ
れ

〈
皿
）

ろ
こ
と
に
な
る
が
、
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
結
果
が
両
巨
一
の
』
○
ケ
‐
、
の
下
に
お
け
る
救
済
方
法
の
問
題
を
あ
ら
た
め
て
ク
ロ

ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
考
え
ろ
と
、
ご
｝
の
Ｓ
す
‐
、
の
適
用
拡
大
を
支
え
た
指
導
理
念
を
示
し
た
判
決
が
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ

の
差
止
命
令
の
申
立
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
と
く
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
ろ
。
第
二
は
、
ｏ
Ｐ
ｓ
旨
一

○
：
ヨ
⑫
判
決
が
示
し
た
右
の
指
導
理
念
そ
の
も
の
が
、
ロ
局
○
ヨ
ヶ
の
品
教
授
に
よ
っ
て
習
一
の
］
○
ヶ
－
ｍ
の
適
用
範
囲
を
示
す
理
念

｛
理
）

と
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
過
ぎ
去
っ
た
（
Ｐ
ｌ
ョ
。
２
，
．
コ
の
）
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
勾
巨
］
の
ぢ
ず
－
ｍ
の

適
用
状
況
に
つ
い
て
、
一
九
六
○
年
代
の
ほ
と
ん
ど
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
適
用
拡
大
現
象
か
ら
、
一
九
六
○
年
代
の
終
り

か
ら
一
九
七
○
年
代
の
初
め
に
か
け
て
、
具
体
的
な
裁
判
の
過
程
で
証
明
の
基
準
や
救
済
方
法
を
め
ぐ
っ
て
、
適
用
の
限
界
が
注

容
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、
連
邦
証
券
諸
法
の
詐
欺
禁
止
規
定
の
解
釈
は
、
投
資
家
保
護
と
い
う
法
の
第
一
義
的
目
的
と
、
詐
欺
に
関

し
て
は
既
に
コ
モ
ン
・
ロ
－
が
存
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
さ
ら
に
そ
の
う
え
に
こ
れ
ら
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
と
い
う
事
情
を
考
慮

し
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
文
言
の
解
釈
も
、
法
技
術
的
、
制
限
的
に
で
は
な
く
、
緩
か
に
、
修
正
的
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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を示すものとして注目されろ。｛餌）
意
深
く
考
慮
さ
れ
始
め
た
と
述
べ
た
こ
と
と
の
関
連
で
指
摘
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
宛
巨
一
の
ぢ
ず
１
ｍ
が
新
し
い
局
面
を
迎
え
た
こ
と

②
証
券
取
引
所
法
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
宛
巨
一
の
ｇ
７
ｍ
と
内
部
者
取
引
証
券
取
引
所
法
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
同
条
に
基
づ

く
”
巨
一
の
〕
＆
‐
ｍ
は
、
証
券
法
一
七
条
ａ
項
お
よ
び
証
券
取
引
所
法
一
五
条
。
Ⅲ
項
（
と
く
に
、
同
条
に
基
づ
く
幻
巨
一
の
〕
、
。
】
－
画
）

と
並
ん
で
、
主
要
な
一
般
的
詐
欺
禁
止
規
定
の
一
つ
で
あ
り
、
幻
こ
｝
の
］
ｇ
‐
、
制
定
の
直
接
の
目
的
は
、
一
般
の
個
人
や
会
社
が
証

、
、

、
、
、
、

券
の
買
付
（
官
『
・
言
い
の
）
に
際
し
て
詐
欺
行
為
を
な
す
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
監
督
、
執
行
下
に
あ
る
、

一
劃
）

証
券
取
引
に
お
け
る
詐
欺
行
為
か
ら
の
保
護
の
面
に
お
け
る
抜
け
穴
（
一
・
・
ロ
ゴ
・
一
の
）
を
と
ざ
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一

、
、

般
的
詐
欺
禁
止
規
定
で
す
で
に
存
在
し
て
い
た
証
券
法
一
七
条
ａ
項
は
、
証
券
の
売
付
（
の
Ｐ
｝
の
）
に
符
け
る
詐
欺
行
為
を
禁
止
し
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

証
券
取
引
所
法
一
五
条
ｂ
⑪
項
（
お
よ
び
河
巨
一
の
］
、
Ｃ
』
‐
国
）
は
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
証
券
取
引
所
以
外
（
。
｛
ず
の
甸
葛
一
切
の

牙
Ｐ
ロ
。
。
■
二
目
ｏ
目
一
切
の
目
「
三
の
、
の
Ｘ
ｏ
百
二
ｍ
の
）
で
の
証
券
の
買
什
室
だ
ぱ
売
什
（
己
冒
・
富
め
の
。
『
⑪
Ｐ
一
の
）
に
お
け
る
詐
欺
、

行
為
を
禁
止
す
る
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
下
で
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
規
制
は
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
以
外
の
者
の
証
券
の
買

、

付
お
よ
び
ブ
ロ
ー
カ
ー
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
証
券
取
引
所
に
お
け
る
売
買
に
関
す
る
詐
欺
行
為
に
は
お
び
え
な
か
っ
た
。
こ
の
ギ
ャ
ッ

（
配
）

プ
を
う
め
る
こ
と
に
両
巨
一
の
］
○
ケ
－
ｍ
制
定
の
意
義
が
存
し
た
。
”
巨
一
の
］
○
ケ
‐
、
制
定
の
直
接
の
動
機
は
、
こ
の
よ
う
に
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に

（
配
）

詐
欺
的
買
付
（
｛
『
：
」
ご
－
の
三
℃
目
『
・
盲
い
の
の
）
に
対
す
る
規
制
権
限
を
与
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
規
定
が
内
部
者
取

引規制の根拠とされ、さらに、この規定に基づく私的訴権が裁判所によって認められろことによ苞、副一①Ｓケー、
｛
羽
）

は
、
制
定
当
初
は
お
そ
ら
く
予
想
も
し
な
か
っ
た
よ
う
な
役
割
を
果
す
こ
と
に
な
る
。

証
券
取
引
所
法
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
専
一
の
ぢ
ず
－
ｍ
は
、
広
く
証
券
の
買
付
お
よ
び
売
付
に
関
し
て
詐
欺
と
な
る
行
為
を
禁
止
す
る

（
四
）

（
卯
）

も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
内
部
者
取
引
に
つ
い
て
と
く
に
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
通
り
、
証
券
の
売
買
に
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お
け
る
内
部
者
の
重
要
事
実
の
不
開
示
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
詐
欺
と
い
う
観
点
か
ら
問
題
と
さ
れ
、
そ
の
法
理
が
、
全
体
的
に
は

内
部
者
の
開
示
義
務
と
不
開
示
の
場
合
の
責
任
を
認
め
ろ
と
い
う
方
向
で
発
展
し
て
き
て
い
ろ
と
い
う
状
況
を
背
景
に
し
て
、
罰
三
の

」
ｓ
‐
、
を
解
す
れ
ば
、
取
締
役
や
役
員
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
内
部
者
が
重
要
事
実
を
開
示
せ
ず
に
株
主
と
の
間
で
自
社
株
の
売
買
を

す
る
こ
と
は
、
当
然
、
こ
の
規
定
が
禁
止
す
る
詐
欺
的
行
為
（
。
ご
Ｐ
。
（
も
『
：
［
一
・
の
．
。
『
。
。
こ
『
い
の
。
｛
ず
こ
い
旨
の
い
の
ミ
ゴ
】
・
ず
。
□
‐

の
『
貝
の
ｍ
・
局
三
．
巨
一
」
○
℃
の
旬
日
の
：
Ｐ
｛
目
己
◎
門
」
の
、
の
茸
巨
己
。
。
Ｐ
ご
己
の
「
の
。
。
）
に
当
る
と
さ
れ
、
内
部
者
取
引
が
西
口
一
の
］
ｓ
‐

（
虹
）

、
の
適
用
の
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
一
九
四
三
年
に
、
証
券
取
引
所
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
調
査
権
限
に

基
づ
く
調
査
結
果
の
公
表
の
中
で
、
重
要
事
実
を
開
示
せ
ず
に
株
式
を
買
付
け
る
こ
と
が
幻
ご
］
の
］
弓
‐
、
違
反
と
な
る
と
い
う
見
解

〈
型
）

（
鋼
〉

を
は
じ
め
て
明
ら
か
に
し
、
判
例
に
お
い
て
も
、
一
九
四
七
年
の
穴
Ｐ
『
」
・
コ
ヶ
ー
ス
を
は
じ
め
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
内
部
者
取
引
が

幻
巨
一
の
］
ｇ
‐
、
違
反
の
問
題
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
際
裁
判
所
は
、
こ
の
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
連

（
斜
）

邦
証
券
諸
法
の
詐
欺
禁
止
規
定
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
前
述
の
通
り
、
必
ず
し
も
コ
モ
ン
・
ロ
－
の
概
念
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
立
法
目
的
に
照
し
て
緩
や
か
に
解
す
べ
き
で
あ
り
、
内
部
者
取
引
に
つ
い
て
も
、
こ
の
規
定
の
下
で
、
内
部
者

｛
露
）

に
、
よ
り
厳
格
な
、
信
任
的
義
務
（
｛
己
二
・
一
画
ご
‐
ご
己
の
・
ず
一
】
ぬ
：
。
。
）
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
見
解
を
と
っ
た
。
そ
の

意
味
で
、
勾
巨
｝
の
Ｓ
７
ｍ
は
、
証
券
取
引
に
お
け
る
詐
欺
的
行
為
、
と
く
に
い
わ
ゆ
る
内
部
者
取
引
を
規
制
す
る
法
理
の
発
展
に
つ

い
て
多
く
の
可
能
性
を
提
供
す
る
新
し
い
根
拠
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ご
｝
の
Ｓ
ケ
ー
、
が

す
べ
て
の
人
の
す
べ
て
の
詐
欺
的
行
為
を
禁
止
す
る
と
い
う
包
括
的
規
定
で
あ
る
こ
と
が
、
一
万
で
は
、
規
制
の
拡
大
を
可
能
な
ら

し
め
る
も
の
と
な
っ
た
が
、
他
方
で
は
、
そ
の
限
界
を
ど
の
よ
う
に
定
め
る
か
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
従
来
の

コ
モ
ン
・
ロ
ー
老
背
景
に
、
”
ご
｝
の
］
ｓ
‐
、
の
下
で
内
部
者
取
引
の
違
法
性
、
こ
の
場
合
は
内
部
者
の
開
示
義
務
の
存
在
を
ど
の
よ

う
に
説
明
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
新
し
い
課
題
と
し
て
提
起
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
点
で
代
表
的
な
も
の
と
さ
れ
る
の
が
、
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取
引
地
位
の
対
等
化
（
２
已
口
｜
』
Ｎ
四
二
Ｏ
三
・
｛
す
Ｐ
同
、
Ｐ
ヨ
ヨ
、
ご
◎
⑪
一
二
・
二
）
と
い
う
原
理
を
提
示
し
た
の
己
の
①
」
ぐ
・
弓
『
Ｐ
。
⑪
‐

〈
記
｝

（
師
）

Ｐ
目
の
己
Ｃ
Ｐ
Ｏ
・
「
Ｐ
ケ
ー
ス
に
お
け
る
旧
の
Ｐ
耳
判
事
の
つ
ぎ
の
見
解
で
あ
る
。

「
多
数
株
主
の
よ
う
な
内
部
者
が
、
多
数
株
主
に
は
そ
の
内
部
者
た
る
地
位
の
故
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
売
主
で
あ
る
少
数
株
主

に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
、
株
価
に
影
響
を
与
え
、
か
つ
、
売
主
の
判
断
に
も
影
響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
重
要
な
事
実
を
開

示
す
る
こ
と
な
く
、
少
数
株
主
の
株
式
を
買
付
け
る
こ
と
は
違
法
で
あ
る
。
開
示
義
務
は
、
会
社
の
内
部
者
が
そ
の
地
位
を
利
用

し
て
、
情
報
を
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
少
数
株
主
か
ら
不
当
な
利
得
を
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
必
要
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
そ
の
よ
う
な
取
引
に
お
い
て
、
少
数
株
主
が
情
報
を
知
ら
さ
れ
た
う
え
で
判
断
を
な
し
う
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
或
る
程

度
、
取
引
地
位
を
対
等
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
或
る
裁
判
所
は
、
こ
れ
を
信
任
義
務
（
｛
こ
こ
・
厨
ご
」
巨
堂
）
と
呼
び
、
他

の
裁
判
所
は
、
こ
れ
が
特
別
事
情
（
い
つ
の
。
旨
－
。
】
『
目
目
の
厨
二
○
の
）
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
義
務
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ろ
。
一
九
三
四

年
証
券
取
引
所
法
の
主
た
る
目
的
の
一
つ
は
、
会
社
の
役
員
や
主
要
な
株
主
が
情
報
を
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
一
般
株
主
の
犠
牲
に

（
犯
）

お
い
て
、
彼
等
自
身
の
財
産
的
利
得
の
た
め
に
、
内
部
情
報
を
使
用
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
に
あ
る
巴

伊
の
僅
亘
判
事
の
右
の
見
解
は
、
確
か
に
、
唇
一
の
巴
ケ
ー
、
の
下
に
お
け
る
新
し
い
一
般
原
理
を
示
し
た
も
の
で
、
証
券
取
引
に

お
け
る
多
様
な
不
正
行
為
を
規
制
し
う
る
有
力
な
原
理
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
基
本
的
な
原
理

（
ご
ａ
の
『
｜
豈
一
『
一
碩
已
１
コ
。
】
□
一
の
）
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
具
体
的
適
用
に
つ
い
て
は
、
ケ
ー
ス
、
パ
イ
、
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て

（
羽
）

解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
を
残
し
て
い
た
。

証
券
取
引
に
関
連
す
る
詐
欺
的
行
為
に
対
す
る
規
制
は
、
右
の
よ
う
に
、
証
券
取
引
所
法
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
三
一
の
ご
ケ
ー
ロ
と

い
う
新
し
い
根
拠
規
定
と
連
邦
証
券
諸
法
の
目
的
、
具
体
的
に
は
投
資
家
保
護
と
い
う
理
念
を
与
え
ら
れ
て
新
た
な
展
開
を
と
げ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
、
右
の
規
定
が
適
用
さ
れ
は
じ
め
た
時
期
に
、
そ
の
適
用
範
囲
を
め
ぐ
っ
て
議
論
さ
れ
た
問
題
の
う
ち
、
閉
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｛
仰
）

（
Ⅲ
）

鎖
会
社
へ
の
適
用
の
可
否
と
右
の
規
定
と
コ
モ
ン
・
ロ
Ｉ
と
の
関
係
に
関
す
る
問
題
は
、
今
日
の
時
点
か
ら
み
て
４
０
重
要
な
問
題
←
ぞ

含
ん
で
い
ろ
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
１
）
’
九
一
一
一
一
一
一
年
か
ら
一
九
四
○
年
ま
で
の
間
に
制
定
さ
れ
た
六
つ
の
独
立
し
た
制
定
法
、
す
な
わ
ち
、
一
九
三
三
年
証
券
法
、
一
九
一
一
一
四
年
証
券
取

引
所
法
（
号
の
ｍ
の
Ｃ
こ
『
三
の
切
口
【
ｏ
百
局
の
ン
◎
一
．
『
后
瞳
）
、
一
九
三
五
年
公
益
事
業
持
株
会
社
法
（
三
の
で
：
一
一
．
ロ
ニ
ご
正
・
一
＆
。
、
○
・
ヨ
ロ
ロ
ー

ご
シ
ｏ
一
・
『
』
や
温
）
、
一
九
一
一
一
九
年
信
託
証
券
法
（
号
の
弓
「
こ
の
昌
己
の
。
旨
『
の
シ
・
【
・
口
笛
⑪
）
一
九
四
○
年
投
資
会
社
法
（
二
の
旨
く
①
の
旨
の
昌

○
・
ヨ
ロ
ロ
己
シ
・
【
・
ロ
糧
①
）
お
よ
び
一
九
四
○
年
投
資
顧
問
法
（
号
の
旨
く
①
の
目
の
昌
臣
く
】
の
①
可
の
シ
・
【
・
自
置
Ｃ
）
を
指
す
。

（
２
）
本
稿
一
、
Ｈ
（
琉
大
法
学
第
一
二
号
七
二
頁
以
下
）

（
３
）
』
Ｆ
・
Ｆ
：
⑰
．
②
の
自
己
二
の
の
河
⑩
、
ご
一
画
［
一
・
二
．
弓
・
』
』
ｇ
』
念
、
（
皀
巴
・
一
の
『
の
ご
Ｐ
『
一
の
司
呂
①
９
Ｆ
・
い
め
）

（
４
）
一
九
一
一
九
年
一
○
月
の
株
式
市
場
の
大
崩
壊
と
そ
れ
に
続
く
長
期
の
不
況
が
連
邦
の
証
券
規
制
の
必
要
性
を
も
た
ら
し
、
こ
れ
が
連
邦
証
券
諸
法

の
制
定
と
な
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
、
立
法
に
際
し
て
そ
の
基
本
原
理
（
□
三
一
．
切
呂
三
の
②
）
に
つ
い
て
争
い
が
あ
り
、
結
局
、
基
本
的
に
は
開
示
主
義

（
＆
②
Ｃ
ｌ
Ｃ
２
『
の
己
三
一
◎
の
。
で
ご
）
が
採
ら
れ
る
に
至
っ
た
経
綿
に
つ
い
て
四
Ｆ
・
脇
・
”
ロ
】
①
‐
】
圏
参
照
。
連
邦
証
券
諸
法
制
定
の
理
由
お
よ
び

そ
の
基
本
理
念
に
つ
い
て
は
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
に
よ
っ
て
、
一
九
三
三
年
三
月
二
九
日
の
教
轡
の
中
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ろ
。

「
私
は
議
会
に
対
し
て
州
際
通
商
に
お
け
る
投
資
証
券
の
取
引
に
対
す
る
連
邦
の
監
督
の
た
め
の
立
法
を
勧
告
し
た
。

多
く
の
州
の
立
法
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
大
衆
は
過
去
に
お
い
て
、
証
券
を
売
付
け
る
多
く
の
個
人
や
会
社
の
側
に
お
け
る
、
反
倫
理
的
な
、

不
誠
実
な
行
為
に
よ
っ
て
、
ひ
ど
い
損
失
を
蒙
っ
て
き
た
。

も
ち
ろ
ん
、
連
邦
政
府
は
、
新
た
に
発
行
さ
れ
る
証
券
が
、
そ
の
価
値
が
持
続
さ
れ
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
表
象
し
て
い
る
財
産
が
利
益

を
も
た
ら
す
と
か
い
う
意
味
に
お
い
て
健
全
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
承
認
し
、
あ
る
い
は
保
証
す
る
と
解
さ
れ
る
よ
う
な
行
為
を
な
す
こ
と
は
で

注
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（
５
）
』
Ｆ
◎
⑪
⑫
ご
質
］
←
隼
９
○
．
ヨ
ョ
①
貝
・
『
嵜
②
、
『
。
ｍ
も
⑮
貝
②
（
。
『
滝
員
命
滉
－
』
①
西
‐
印
エ
百
両
目
⑤
『
因
冒
函
罰
①
胃
⑯
具
喧
『
ｃ
『
こ
の
（
「
自
種
』
②
』
閂
葛
己
毎
皇
。
『
鈴
簿

、
⑪
ぺ
こ
の
Ｆ
・
』
・
】
』
唖
Ｐ
』
］
←
“
（
】
②
、
Ｃ
）

（
６
）
○
・
国
目
の
員
鈎
§
『
。
。
。
（
の
ｍ
・
貝
巨
麗
な
お
、
虚
偽
表
示
や
不
開
示
に
適
用
さ
れ
る
コ
モ
ン
・
ロ
Ｉ
の
内
容
お
よ
び
そ
の
欠
陥
を
指
摘
し
、
そ
れ

と
の
関
連
で
連
邦
証
券
取
引
所
法
の
民
事
責
任
規
定
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
し
て
、
「
宜
具
胃
巨
鴎
‐
巨
圏
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
直
接

こ
の
提
案
は
、
買
主
危
険
負
担
（
Ｃ
湧
く
の
貝
の
ョ
官
。
『
）
と
い
う
古
来
の
ル
ー
ル
に
対
し
て
、
さ
ら
に
、
「
売
主
を
も
注
意
せ
し
め
よ
倉
一
の
（
三
●

の
①
一
一
の
『
Ｐ
一
切
・
す
の
乏
胃
の
葛
」
と
い
う
原
理
を
つ
け
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
売
主
に
対
し
て
、
す
べ
て
の
真
実
を
語
る
義
務
を
課
す
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
誠
実
な
証
券
取
引
を
促
進
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
公
衆
の
信
頼
を
と
り
戻
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

私
が
示
唆
し
て
い
る
立
法
の
目
的
は
、
誠
実
な
業
務
に
出
来
る
だ
け
干
渉
す
る
こ
と
な
し
に
公
衆
を
保
護
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
投
資
家
と
預
金
者
保
護
と
い
う
我
々
の
広
い
目
的
に
お
け
る
一
つ
の
段
階
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
あ
と
、
証
券
取
引
所
に
お
い
て
取
引

さ
れ
る
す
べ
て
の
財
産
の
売
買
を
よ
り
よ
く
監
督
す
る
た
め
の
立
法
お
よ
び
銀
行
や
他
の
会
社
の
役
員
や
取
締
役
の
側
に
お
け
る
反
倫
理
的
な
危

険
な
行
為
を
矯
正
す
る
た
め
の
立
法
が
続
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

我
々
が
求
め
て
い
る
の
は
、
銀
行
や
会
社
を
管
理
す
る
者
や
他
人
の
金
（
・
【
二
の
『
ロ
の
◎
己
一
①
．
⑪
ョ
：
こ
）
を
管
理
し
た
り
使
用
し
た
り
す
る
そ

の
他
の
代
理
人
は
、
他
人
に
対
す
る
受
託
者
（
弓
こ
い
后
の
い
）
で
あ
る
と
い
う
古
来
の
真
理
の
確
か
な
理
解
へ
復
帰
す
る
こ
と
で
あ
る
］

よ
び
、
発
行
に
帥

課
さ
れ
て
い
る
。

き
な
い
し
、
ま
た
、
な
す
べ
き
で
も
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
州
際
通
商
に
お
い
て
売
付
け
ら
れ
る
新
た
な
証
券
の
発
行
が
す
べ
て
、
充
分
な
公
表
と
通
知
を
伴
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
お

よ
び
、
発
行
に
伴
う
本
質
的
に
重
要
な
い
か
な
る
要
素
も
、
買
手
た
る
公
衆
に
対
し
て
隠
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
強
く
主
張
す
る
責
務
が
我
々
に

』
』
一
二

■
［
］
函
『
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一一、

８７
－、－戸

一員－戸－－－－￣～グー二■二－、－、

1７１６１５１４１３１２１１１０９
､－▲￣－，－戸一一〆、－戸一、一

に
は
、
一
九
三
三
年
証
券
法
の
民
事
責
任
規
定
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
連
邦
証
券
誌
法
の
民
事
貴
任
規
定
の
性
格
を
コ
モ
ン
・
ロ

ー
上
の
法
理
と
の
関
連
で
述
べ
た
重
要
な
文
献
と
し
て
、
切
言
一
日
目
・
ロ
ミ
へ
←
旨
宣
言
】
§
』
吻
月
営
昌
苛
陶
』
。
」
ふ
ぃ
ぺ
Ｐ
ｌ
の
ｒ
』
・
巴
、
（
巴
鯉
〕
）

が
あ
る
。

②
『
、
□
。
⑫
。
』
』
Ｐ
⑪
←
⑫
。
Ｏ
｛
・
画
『
、
（
』
ｃ
①
ご

問
題
と
な
っ
た
規
定
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
め
て
い
ろ
。
望
、
息
が
ｍ
圏
・
Ｐ
⑪
Ｐ
曰
の
己
の
Ｂ
ｌ
ｍ
ご
・
の
．
○
．
（
切
息
己
・
一
く
）
い
の
。
・
ぎ
す
‐
の

戸
い
う
”
一
一
ケ
の
巳
三
田
『
百
一
［
。
『
Ｐ
。
冤
冒
く
の
、
自
己
①
貝
Ｐ
」
ご
】
い
の
円
。
ご
白
、
①
。
｛
Ｓ
の
曰
巴
一
い
◎
可
：
望
目
の
自
切
◎
司
三
②
〔
『
ご
三
目
Ｂ
一
一
垣
。
｛

一
言
…
扇
・
；
…
：
…
一
電
。
。
ａ
…
一
］
’

一
噛
一
〔
◎
の
。
ｍ
ｐ
ｍ
の
】
二
ロ
ゴ
堂
【
用
Ｐ
こ
い
Ｐ
。
（
】
。
。
●
ロ
『
”
。
ご
◎
の
。
◎
可
。
。
■
再
い
の
。
｛
ケ
巨
切
一
コ
の
⑫
⑫
ミ
テ
ー
。
｝
。
ｃ
の
『
Ｐ
芹
の
⑰
ゆ
め
■
｛
『
回
已
」
○
『
」
の
。
⑦
芦

巨
で
。
こ
め
。
堂
○
一
】
の
二
戸
。
■
で
可
◎
功
で
の
○
急
ぐ
の
○
一
一
の
二
〔
》

い
②
『
ご
・
の
。
】
②
こ
つ
》
』
』
Ｉ
」
ぬ
９
ｍ
一
切
・
○
Ｆ
碑
「
Ｐ
⑱
『
ゴ
ー
⑬
『
①
（
』
②
③
⑬
）

注
（
１
）
参
繭
へ

い
、
『
ご
・
②
。
】
⑪
房
』
⑭
Ｐ
｛

写
匙
。
Ｅ
』
ｓ
１
ｇ
⑱
。
。

』
←
（
具
・
Ｐ
一
再
ｃ
⑭
Ｃ
Ｐ
－
田
、
』

守
亘
・
貝
〕
震
ご
日
函
⑪

』
←
（
」
・
■
《
》
①
ｍ
・
範
【
砲
⑭
←

』
←
一
旦
０
Ｐ
（
｝
の
、
。
Ｐ
戸
悼
埋

め
両
○
く
・
『
の
ｘ
Ｐ
⑫
の
色
壺

ご
・
②
。
】
⑪
】
・
』
⑭
Ｐ
⑭
←
の
。
○
辰
Ｎ
『
９
画
■
Ｃ

Ｐ
Ｐ
］
”
ゴ
ー
］
Ｐ
画
０
秒
戸
的
ｍ
Ｃ
Ｉ
ｍ
ｍ
四
・

い
【
砲
⑭
今

田
戸
悼
切
←
０
画
⑪
、

②
の
色
一
｛
の
巨
一
ロ
ゴ
色
『
。
。
。
ご
い
、
函
司
。
②
こ
つ
己
。
⑬
②
閂
・
凶
『
『
（
ご
⑦
①
）
・
の
両
○
く
・
『
の
×
Ｐ
い
の
巨
一
｛
⑰
ニ
ー
ロ
テ
ご
『
Ｄ
Ｃ
。
。
←
。
】
司
・
哺
旦

Ｐ
｛
函
⑪
」

（
己
＄
）
な
お
、
注
側
参
照
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（
ご
本
稿
二
参
照

（
班
）
」
口
『
◎
ヨ
ケ
の

_、二戸～－－￣、一旦一一ニー～グー、

2６２５２４２３２２２１２０１９１８
，－〆－－－戸、－－一声～･~一一、＿〆

②
両
Ｃ
ｍ
の
。
こ
『
三
の
切
同
×
⑤
ゴ
Ｐ
弓
由
の
シ
ｏ
【
。
｛
】
の
い
《
両
⑩
｜
の
■
閑
室
。
。
旨
い
Ｃ
（
三
Ｐ
豈
巴
。
】
程
酌
）

』
Ｆ
◎
い
⑫
ご
Ｐ
｛
』
一
画
⑭
０
』
←
函
『
Ｃ
ｏ
ｏ
ヨ
昌
皀
の
。
Ｆ
鍾
堂
で
『
ロ
己
◎
肩
９
口
芹
』
］
い
『
Ｉ
】
〕
四
画

幻
巨
一
①
ご
ケ
ー
印
制
定
の
直
接
の
経
繍
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
法
律
家
協
会
の
会
社
、
銀
行
、
企
業
法
部
会
（
ン
目
の
１
：
■
Ｐ
『
シ
い
、
◎
・
旨
三
・
口
．

⑫
の
・
感
：
。
｛
○
．
目
。
『
Ｐ
二
。
。
・
西
目
【
一
国
、
仔
口
こ
い
言
①
⑰
い
Ｆ
：
）
に
よ
る
連
邦
証
券
法
の
法
典
化
に
関
す
る
会
議
に
お
い
て
、
当
時
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ

の
功
白
串
日
【
。
『
。
①
■
の
一
人
で
あ
っ
た
三
・
同
『
⑩
の
目
：
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
圏
匝
巨
切
・
Ｆ
２
ご
『
田
・
＠
闇
（
ご
ｓ
）
。
な
お
、

桿
濟
■
『
◎
三
ケ
の
日
．
ｍ
の
２
『
量
⑭
ｍ
Ｆ
呂
至
叱
司
『
Ｐ
且
切
両
○
両
巨
一
の
〕
Ｃ
ケ
ー
⑭
．
②
８
・
函
．
、
（
一
ｓ
）
（
穐
○
）
（
こ
『
③
．
冒
句
の
一
目
｛
二
の
句
・
芦
の
」
Ｐ
⑫

ロ
『
◎
ヨ
ヶ
の
愚
〉
参
照

｛
》
』
」
・
■
【
』
の
『

⑪
い
い
。
■
、
、
（
】
や
ｇ
）
守
切
已
己
の
ユ
コ
【
の
二
」
の
。
〔
。
（
与
切
巳
『
Ｐ
。
。
①
ぐ
・
ロ
Ｐ
。
天
①
『
⑫
Ｆ
】
『
の
仔
○
Ｐ
⑪
巨
Ｐ
－
ご
○
。
。
。
←
ｃ
←
ご
・
⑪
。
Ｐ
』
函
（
后
『
』
）
》

シ
量
一
日
の
」
Ｅ
の
Ｑ
二
Ｎ
の
弓
ぐ
・
ロ
昌
冨
」
⑭
ｓ
［
の
⑩
・
さ
③
ご
・
い
』
圏
・
』
巴
（
］
や
菌
）
・
切
言
已
同
・
く
・
三
の
『
『
二
Ｆ
百
◎
ず
．
直
①
円
Ｃ
の
・

可
の
目
臼
毎
⑭
ヨ
ー
ニ
・
旨
◎
・
ゴ
ー
⑨
⑫
『
。
⑭
」
由
哺
餌
・
閣
唾
、
（
皀
置
）

ロ
『
◎
ヨ
ケ
の
『
ぬ
マ
エ
『
⑤
『
寿
⑮
『
の
ト
ョ
目
房
ご
記
臣
庁
』
。
』
ｌ
函
、
。
唖
①
囚
こ
い
。
Ｆ
Ｐ
三
』
①
『
Ｃ
〕
①
、
Ｉ
』
②
①
（
傍
⑪
『
」
）

い
、
『
ご
・
⑫
。
］
、
Ｐ
」
垣
夢
、
一
切
。
。
←
・
酌
『
９
』
、
』
〈
］
垣
②
⑬
）

『
訂
功
§
「
３
月
Ｇ
①
貝
．
ご
団
冒
ミ
ヨ
・
田
エ
Ｐ
『
く
。
ｒ
幻
の
ご
・
〕
色
・
函
農
二
・
】
閣
（
ご
霞
）

の
冒
凰
『
・
く
．
ｚ
の
『
己
一
一
Ｆ
百
．
戸
国
①
『
８
．
可
の
ゴ
ー
の
『
陣
の
『
己
昼
与
・
・
・
念
画
司
・
臣
眉
②
（
］
①
『
国
）
な
お
、
本
橘
三
参
照

国
『
◎
ヨ
ケ
の
『
碗
・
的
臣
ご
「
ロ
ゴ
。
（
の
』
扉
Ｐ
【
］
の
、

」
口
『
◎
ヨ
ヶ
の
『
ぬ
．
②
の
・
・
願
吋
（
台
。
）
。
な
お
、
こ
れ
が
、
連
邦
会
社
法
（
司
巴
の
『
Ｐ
一
○
．
『
己
◎
弓
目
・
ヨ
ト
巴
薯
）
の
発
展
の
原
因
と
な
っ
た
こ
と
に
っ
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き
、
ロ
ス
「
合
衆
国
に
お
け
る
過
去
お
よ
び
将
来
の
証
券
規
制
の
概
要
」
ロ
ス
ー
矢
沢
・
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
証
券
取
引
法
上
巻
（
昭
五
○
）

五
頁
、
フ
ラ
イ
シ
ャ
ー
（
矢
沢
訳
）
「
連
邦
会
社
法
、
一
つ
の
評
価
」
二
九
六
六
－
｜
｝
ア
メ
リ
カ
法
九
頁
参
照
。

（
空
証
券
取
引
所
法
一
○
条
ｂ
項
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

戸
⑫
ラ
Ｐ
一
一
ケ
の
巨
己
一
目
ご
盲
一
百
『
Ｐ
畠
で
の
『
⑩
◎
三
＆
旬
①
◎
（
一
望
◎
吋
冒
＆
『
の
。
二
堂
。
ご
〔
ず
の
臣
切
の
ｏ
「
日
⑦
：
⑩
。
『
言
⑰
｛
『
巨
曰
の
ロ
富
一
一
ご
◎
｛

］
三
【
の
『
⑫
厨
一
の
８
■
目
の
：
①
。
『
。
『
ｓ
の
目
巴
一
切
。
。
『
。
『
餌
昌
『
：
】
一
コ
ご
◎
｛
■
包
豈
。
Ｐ
二
．
回
旬
一
ｍ
の
２
旦
冨
の
⑰
の
×
◎
ず
Ｐ
日
、
の
‐
‐
‐
‐
‐
‐

（
ず
）
『
。
こ
め
①
◎
丙
①
日
ロ
一
．
望
マ
ヨ
８
目
：
一
】
。
。
二
一
二
号
①
目
円
◎
言
伽
の
。
『
圏
一
の
。
｛
Ｐ
己
切
①
２
１
Ｑ
『
の
、
一
⑰
后
『
の
」
：
”

三
口
［
－
．
コ
Ｐ
一
切
の
２
１
己
①
い
の
×
。
》
ロ
ゴ
、
の
。
『
Ｐ
こ
い
の
◎
臣
『
】
ミ
ヨ
。
〔
、
◎
門
の
四
ｍ
（
①
『
ｎ
ｓ
目
豈
曰
Ｐ
己
已
二
口
且
く
の
○
円
」
の
Ｃ
８
ぱ
ぐ
①
：
ａ
。
①
◎
同

。
。
。
【
己
く
Ｐ
。
◎
の
三
○
．
二
号
Ｐ
ぐ
の
ゴ
ー
◎
弓
。
｛
切
巨
◎
ず
『
巨
一
の
切
自
。
」
■
の
、
■
一
向
毬
○
．
い
ぃ
切
二
の
○
．
ヨ
ロ
ヨ
め
い
百
二
曰
仇
豈
ロ
『
の
⑩
。
ユ
ケ
の
ゆ
め
弓
の
。
①
⑩
⑩
Ｐ
甸
嗜

。
『
Ｐ
石
ご
『
。
ご
ユ
Ｐ
厨
ご
号
の
已
巨
ケ
｝
旨
ヨ
ー
の
『
の
⑫
（
。
『
｛
。
『
号
の
ご
『
◎
５
２
－
．
コ
。
｛
ヨ
く
の
⑩
８
『
い
・
骨
、
ご
・
の
。
○
・
の
①
。
。
『
囚
一
（
ワ
）
（
］
⑫
『
Ｃ
）

両
巨
一
の
〕
ｓ
－
ｍ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
ｃ

戸
い
う
■
一
一
ケ
の
巨
曰
－
２
再
冒
一
さ
『
Ｐ
。
■
ロ
の
厨
。
Ｐ
＆
『
の
。
辱
○
司
冒
＆
可
の
。
二
子
耳
晏
の
臣
：
。
［
■
ヨ
ョ
の
■
『
一
切
。
『
冒
切
［
『
ニ
ョ
の
。
ｓ
一
一
ご
○
｛

言
【
の
『
⑫
一
旦
の
８
コ
目
の
『
ｏ
の
ど
。
『
。
『
号
の
ョ
巴
一
切
。
『
。
｛
Ｐ
二
嗜
冒
ｏ
芸
ご
◎
｛
Ｐ
己
竺
。
Ｐ
二
．
二
Ｐ
一
い
の
ロ
ロ
ュ
ニ
①
的
の
×
◎
ゴ
ロ
ご
ｍ
Ｐ

（
四
）
弓
。
⑦
ヨ
ロ
一
．
堂
⑧
。
罠
旦
の
く
旨
の
。
⑰
。
》
の
ョ
の
。
◎
再
Ｐ
員
肇
○
の
８
」
の
『
『
■
ご
」
ご

（
す
）
『
◎
ョ
Ｐ
天
の
伊
三
臣
ニ
ヨ
司
巨
の
い
白
后
ョ
の
。
【
。
『
Ｐ
目
日
の
ユ
Ｐ
一
百
．
｛
。
『
８
．
冒
胃
【
。
、
Ｅ
戸
の
Ｐ
ョ
巴
の
『
百
一
｛
Ｐ
Ｃ
〔
三
の
○
の
⑩
“
卸
『
琶
冒

。
『
」
の
可
一
．
三
Ｐ
天
の
二
①
切
冨
（
の
目
の
己
厨
ョ
陣
旦
の
。
三
二
の
一
コ
、
胃
ｏ
｛
号
の
＆
『
：
目
砂
Ｓ
己
８
ｍ
目
』
①
円
亀
三
島
芽
の
望
電
の
『
の
目
Ｐ
」
①
》
：
（

。
『
」
の
可
一
．
『

回
旨
一
の
Ｐ
＆
二
ｍ
。

（
。
）
『
。
①
二
曲
■
ぬ
⑩
目
Ｐ
曰
望
Ｐ
○
一
・
℃
『
Ｐ
○
二
く
の
。
◎
同
。
。
Ｅ
『
晩
の
。
｛
す
こ
め
旨
の
⑩
⑫
ニ
ミ
三
．
》
●
己
①
『
２
①
⑩
◎
旬
一
己
。
こ
－
」
。
ｐ
の
而
貿
の
ゆ
め
②

●

｛
『
Ｐ
巨
邑
。
『
」
の
。
①
一
［
巨
已
◎
己
■
。
望
己
の
『
い
◎
軍
●

◎
向
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ョ
８
目
：
＆
：
二
一
二
号
①
已
員
。
》
ゆ
め
の
。
『
恩
一
の
。
｛
Ｐ
昌
切
の
２
１
冨
・
目
ｏ
・
可
・
餌
②
ｇ
・
量
Ｐ
Ｓ
ワ
ー
、
（
巴
『
の
）

（
釦
）
本
稿
一
円
（
琉
大
法
学
第
二
一
号
七
二
頁
以
下
）
参
照

（
皿
）
連
邦
の
立
法
で
あ
る
証
券
取
引
所
法
一
○
条
ｂ
項
に
基
づ
く
両
巨
一
の
Ｓ
ゲ
ー
、
が
、
連
邦
法
（
｛
の
鳥
目
一
一
：
「
）
に
従
っ
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
の
は
明
白
で
あ
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
．
の
い
わ
ゆ
る
特
別
事
情
原
則
を
採
っ
た
代
表
的
判
例
と
さ
れ
る
の
弓
・
扇
ぐ
．
宛
８
－
」
の
ケ
ー
ス
が
連

邦
最
高
裁
判
所
の
判
決
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
西
巨
一
の
］
ｓ
‐
、
の
解
釈
は
、
す
く
な
く
と
も
、
こ
の
原
則
の
う
え
に
だ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
も

の
と
考
え
ら
れ
た
い
Ｐ
Ｃ
②
切
・
日
】
一
念
己
．
ご

（
犯
｝
乏
貝
」
Ｆ
Ｐ
『
『
目
・
の
『
『
ご
・
云
○
。
『
ご
；
〕
い
め
・
向
・
Ｃ
ｓ
⑬
（
后
色
）
・
Ｚ
。
（
①
》
の
同
Ｇ
聖
・
量
§
澤
頃
・
冒
貿
、
「
負
員
具
§
一
℃
§
ｓ
目
の
『
②
貝

②
：
冒
冒
２
．
９
エ
：
ご
・
Ｆ
・
両
の
ぐ
・
『
＄
（
】
の
怠
）
と
の
事
件
は
、
会
社
（
三
Ｐ
ａ
戸
●
Ｐ
司
司
目
・
の
『
司
巨
Ｃ
天
○
・
『
己
。
『
且
・
ご
）
の
支
配
株
主

で
も
あ
る
役
員
が
、
会
社
の
利
益
が
先
の
財
務
報
告
以
後
大
幅
に
改
善
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
役
員
の
持
株
が
高
い
価
格
で
第
三
者
に
売
却
さ
れ
る

交
渉
が
進
行
中
で
あ
る
こ
と
、
会
社
に
清
算
の
予
定
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
少
数
株
主
に
一
株
当
り
相
当
の
金
銭
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ

と
を
開
示
せ
ず
に
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
を
通
じ
て
、
会
社
を
し
て
、
会
社
が
買
主
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
少
数
株
主
か
ら
株
式
を
買

付
け
さ
せ
た
こ
と
に
対
し
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
証
券
取
引
所
法
一
二
条
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
桶
限
に
基
づ
い
て
調
査
を
開
始
し
た
も
の
で
あ
る
。
Ｓ

Ｅ
Ｃ
の
調
査
開
始
後
、
役
員
お
よ
び
会
社
は
、
株
式
を
売
付
け
た
株
主
に
対
し
て
一
定
額
の
金
銭
を
支
払
う
こ
と
に
同
意
し
た
た
め
、
結
局
、
訴

訟
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
そ
の
調
査
結
果
を
公
表
し
、
右
の
行
為
が
晋
一
の
Ｓ
す
‐
切
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
明

ら
か
に
し
、
そ
の
よ
う
な
場
合
、
役
員
の
側
に
開
示
義
務
が
存
す
る
こ
と
を
強
調
し
た
。

｛
羽
）
【
Ｐ
ａ
ｏ
。
ぐ
・
Ｚ
目
。
ゴ
ロ
一
○
旨
の
巨
曰
○
・
・
・
国
司
・
の
色
目
・
己
②
（
向
・
ロ
・
で
Ｐ
・
】
①
ｓ
）
・
ｚ
ｏ
－
①
ｂ
員
冨
旦
冒
月
一
：
§
急
旨
、
胃
・
嵜
目
（
員

、
盲
『
図
・
急
三
コ
・
ず
．
ｒ
幻
の
く
。
②
９
（
』
程
⑪
）
神
崎
・
証
券
取
引
規
制
の
研
究
（
昭
四
一
一
一
）
一
○
一
一
一
頁
以
下
。
こ
の
ケ
ー
ス
は
、
原
告
一
一
人

と
被
告
二
人
の
四
人
で
全
株
式
を
所
有
し
、
四
人
が
取
締
役
会
を
構
成
す
る
閉
鎖
会
社
に
関
す
る
も
の
で
、
被
告
取
締
役
が
会
社
の
財
産
を
第
三
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者
に
売
却
す
る
交
渉
を
し
た
の
ち
、
原
告
に
そ
の
こ
と
を
知
ら
せ
な
い
で
、
原
告
の
全
持
株
を
買
付
け
、
そ
の
あ
と
で
右
の
交
渉
を
成
立
せ
し
め

て
利
得
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
原
告
が
冒
一
の
９
７
ｍ
違
反
を
理
由
に
利
得
の
支
払
を
求
め
て
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。
判
決
は
ふ
証
券
取
引
所

法
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
再
こ
］
①
］
ｓ
‐
、
の
適
用
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
い
か
に
合
理
的
で
自
由
な
解
釈
の
下
に
お
い
て
も
（
巨
己
の
『
回
昌
『
①
園
・
ロ
：
一
竜
一
一
ヶ
の
『
Ｐ
’
８
コ
、
弓
巨
・
二
・
コ
）
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
他
の
者

か
ら
会
社
の
株
式
を
買
付
け
る
に
際
し
て
、
そ
の
地
位
の
故
に
知
り
え
た
事
実
で
、
他
の
取
引
当
事
者
の
判
断
に
重
大
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
事

実
を
開
示
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
取
締
役
や
役
員
に
適
用
さ
れ
る
」
『
酉
司
．
、
巨
弓
・
己
Ｐ
ｍ
ｇ
。

な
お
、
こ
の
ケ
ー
ス
は
、
証
券
取
引
所
法
一
○
条
ｂ
項
の
下
で
、
い
わ
ゆ
る
黙
示
の
私
訴
権
（
旨
ｂ
一
一
の
」
で
１
く
ゅ
扇
１
，
旨
。
｛
：
二
目
）
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
を
は
じ
め
て
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
し
て
も
重
要
な
判
例
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
二
参
照
。

（
型
本
稿
一
口
⑪
（
本
誌
六
四
頁
以
下
）
参
照

一
羽
）
○
・
目
目
の
員
碗
§
『
。
。
。
（
の
叩
・
貝
巨
急
・
三
．
后
・
司
匙
：
旨
ご
Ｃ
貝
』
２
町
』
弓
へ
（
２
－
（
・
菖
旦
②
両
。
罰
虞
へ
翁
炭
‐
ご
国
‐
⑰
『
。
、
、
。
：
具

室
Ｃ
再
具
爵
旦
。
⑰
筐
『
⑬
冒
暮
⑩
切
具
砲
。
（
の
。
「
ご
Ｃ
『
且
命
切
の
同
種
「
（
一
（
２
）
い
む
。
Ｐ
一
コ
｛
・
Ｐ
・
罰
の
く
・
一
関
Ｐ
←
⑬
⑫
（
得
＠
ｍ
ご

（
配
）
患
甸
．
⑫
色
目
・
ｍ
ｇ
ｅ
・
口
の
一
・
ｓ
巴
）
・
本
件
の
事
実
関
係
は
、
Ａ
社
の
多
数
株
主
で
あ
っ
た
被
告
（
『
『
Ｐ
。
：
ョ
の
『
旨
Ｐ
Ｃ
・
『
己
．
）
が
、
会
社

の
在
庫
葉
タ
バ
コ
の
売
却
価
格
が
、
公
表
さ
れ
た
財
務
報
告
の
平
均
的
帳
簿
価
格
よ
り
も
は
る
か
に
嵐
で
な
っ
て
い
ろ
と
い
う
こ
と
が
、
少
数
株

主
に
は
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
間
に
会
社
の
解
散
、
清
算
等
に
よ
っ
て
、
在
庫
品
の
騰
貴
し
た
価
値
を
利
得
し
よ
う
と
い
う
意
図
の
下
に
、
右
の

事
実
を
開
示
せ
ず
に
、
少
数
株
主
か
ら
株
式
を
買
付
け
利
得
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
の
下
で
、
弓
『
目
：
曰
①
１
８
社
を
相
手

に
い
く
つ
か
の
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
で
、
同
社
に
株
式
を
売
付
け
た
者
の
一
人
で
あ
る
Ｐ
一
一
の
同
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の

詐
欺
訴
梅
に
基
づ
い
て
訴
え
た
の
に
対
し
て
、
本
件
と
同
じ
Ｆ
８
旨
判
事
は
、
○
旨
『
一
の
可
切
目
の
の
法
が
い
わ
ゆ
る
多
数
説
（
ョ
伊
一
・
『
－
ご

『
巨
一
の
）
に
依
っ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
『
『
：
：
ョ
の
１
８
社
に
開
示
義
務
な
し
と
し
て
、
被
告
の
た
め
の
の
目
目
Ｐ
ご
」
巨
片
の
ョ
の
己



7９ アメリカにおける内部者取引規制の法理(島袋）
を
認
め
た
。
⑦
一
一
・
『
く
・
弓
司
自
切
Ｐ
目
①
１
．
Ｐ
Ｃ
Ｏ
３
．
．
困
向
切
巨
９
．
ｓ
ｍ
ｅ
・
口
の
一
・
］
①
台
）
。
そ
の
後
、
本
件
の
原
告
が
訶
巨
一
の
］
＆
‐
、
違
反
を

理
由
に
訴
え
た
の
に
対
し
て
、
本
文
で
述
べ
た
理
由
に
よ
り
、
原
告
の
主
張
を
認
め
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
件
は
再
匡
一
の
Ｓ
７
ｍ
の
有

効
性
を
示
す
も
の
と
し
て
も
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

〈
師
）
哩
伊
。
；
Ｅ
］
←
ｇ
‐
］
含
Ｐ
］
ロ
『
◎
ヨ
ヶ
の
愚
》
の
①
。
．
』
・
函
．
（
⑬
ｇ
）
・
単
ｍ
８
ヨ
ヶ
の
伺
毫
の
①
◎
・
旨
・
函
神
崎
、
前
掲
轡
注
卿
一
○
四
頁
参
照

（
詔
）
垣
の
「
・
切
目
ロ
。
⑪
Ｃ
⑭
》
②
畠
０
②
閏
①
（
□
・
口
の
一
・
］
の
巴
）

一
羽
〉
【
・
二
の
『
ご
・
天
◎
ず
｜
の
『
○
・
・
・
巴
垣
司
・
Ｅ
Ｓ
一
・
『
」
盲
Ｌ
勾
置
畠
。
怠
い
（
『
【
》
Ｑ
『
・
后
ｇ
）
こ
の
判
決
は
、
証
券
取
引
所
法
一
○
条
ｂ
項

お
よ
び
、
冒
一
①
Ｓ
ケ
ー
、
の
下
に
お
け
る
会
社
内
部
者
の
不
開
示
の
問
題
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

証
券
取
引
所
法
一
○
条
ｂ
項
を
再
巨
］
の
９
７
ｍ
に
よ
っ
て
同
条
項
に
加
え
ら
れ
た
解
釈
の
下
で
考
察
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
取
扱
っ
た
判
決
に

照
ら
し
て
、
適
用
せ
ら
れ
る
べ
き
法
的
基
準
（
］
の
恩
一
○
１
－
の
『
旨
）
を
求
め
る
な
ら
ば
、
一
○
条
ｂ
項
が
、
｜
普
通
に
詐
欺
の
象
徴
と
さ
れ
る
故

意
か
つ
不
正
に
虚
偽
の
表
示
を
し
た
り
、
重
要
な
事
実
を
隠
し
た
り
す
る
こ
と
以
上
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
」
は
明
ら
か
で
あ
り
、
｜
い
わ

ゆ
る
会
社
内
部
者
（
旨
の
昼
の
『
伽
）
と
内
部
者
と
会
社
の
証
券
を
取
引
す
る
外
部
者
（
・
貝
の
昼
の
『
い
）
と
の
間
に
対
し
て
、
単
に
、
一
般
に

詐
欺
的
行
為
と
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
以
上
に
厳
し
い
義
務
を
課
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
、
信
任
関
係
（
屋
：
旨
ご

『
の
一
旦
・
写
の
三
℃
）
を
形
成
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
」
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
問
題
は
、
こ
れ
ら
の
義
務
の
範
囲
如

何
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
抽
象
的
基
準
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
個
々
の
事
例
ご
と
に
、
ケ
ー
ス
、
パ
イ
、
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
決
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
「
←
匙
。
な
お
、
。
ミ
ロ
ミ
ロ
言
与
凰
烏
「
・
“
三
・
コ
ｓ
：
へ
：
冒
得
旦
昏
｝
。
『
ヨ
ミ
目
一
・
ｍ
。
』
へ
ミ
ミ
、
§
３
：
ミ
コ
｛

●
：
ご
ミ
・
量
目
．
い
い
一
：
弄
邑
麹
量
§
菅
員
。
（
ご
翁
。
『
□
：
§
愚
：
ご
§
『
目
で
「
◎
三
富
貝
ご
い
：
．
ご
－
ｓ
一
旦
写
愈
②
：
ミ
ミ
図

甸
月
岑
§
胃
」
ａ
こ
こ
鷺
、
闇
シ
Ｆ
宛
臣
『
忠
参
照

（
佃
）
証
券
取
引
所
法
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
宛
巨
一
の
］
ｓ
‐
ｍ
は
、
取
引
所
取
引
や
店
頭
取
引
の
よ
う
な
組
織
化
さ
れ
た
市
場
に
お
け
る
取
引
の
み
な
ら
ず
、
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い
わ
ゆ
る
閉
鎖
会
社
（
○
一
．
い
の
８
ｓ
。
『
⑪
二
目
）
の
株
式
取
引
に
も
適
用
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
、
閉
鎖
会
社
の
株
式
取
引
が
問
題
と
な
っ

た
事
件
（
昏
己
。
。
ケ
ー
ス
は
こ
の
点
で
も
代
表
的
で
あ
る
）
で
裁
判
所
は
、
す
べ
て
こ
れ
を
積
極
的
に
解
し
て
お
り
、
む
し
ろ
、
幻
巨
一
の

］
ニ
ー
、
の
下
に
お
け
る
法
理
の
発
展
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
初
期
の
判
決
は
、
閉
鎖
会
社
の
株
式
取
引
に
関
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。

盤
Ｐ
Ｃ
い
い
・
卸
こ
ぢ
⑦
‐
Ｅ
Ｓ
・
』
西
『
ｏ
ヨ
ケ
の
『
ぬ
・
の
⑩
Ｃ
・
画
・
画
（
一
己
）
こ
れ
に
対
す
る
批
判
的
見
解
と
し
て
、
ｚ
Ｃ
一
の
．
』
§
『
自
己
。
《
の
目
・
曾
司
Ｐ

ｚ
Ｃ
－
の
．
司
司
自
己
虞
（
§
一
ゼ
ミ
・
冒
鷺
旦
乏
：
、
愚
ミ
ミ
ａ
の
百
『
図
ミ
ロ
冨
勾
ご
‐
言
一
己
ｏ
ミ
ご
ミ
目
・
富
』
画
冒
・
｛
・
量
・
ヨ
ミ
睦
月
・
ミ
ミ
・

霞
エ
聞
く
。
Ｆ
・
記
の
く
・
】
Ｓ
節
（
ご
巴
）
な
お
、
Ｆ
Ｐ
【
ご
・
『
訂
二
圏
『
爵
ご
員
国
巨
罵
『
こ
『
②
２
へ
①
『
：
廷
ｃ
一
号
『
具
、
冒
司
図
寄
色
Ｑ
ｃ
：

。
ミ
己
。
『
・
冒
冨
〔
貢
ミ
ニ
慰
め
・
丙
・
ロ
功
冒
貫
図
・
局
Ｆ
：
好
○
Ｃ
三
の
ヨ
ロ
・
で
『
・
ず
．
ｇ
中
（
】
垣
田
）
は
、
こ
の
問
題
を
詳
細
に
論
じ
て
お
り
、

こ
れ
が
連
邦
と
州
の
権
限
に
関
す
る
中
央
集
権
主
義
と
地
方
分
権
主
義
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る

ご
亘
・
”
（
巴
函
。
こ
の
問
題
の
注
釈
と
し
て
、
ご
虞
ご
ロ
ミ
ト
旨
貢
ミ
些
旦
Ｑ
自
侭
へ
些
迂
・
ミ
の
。
「
ご
ミ
目
・
贄
》
［
『
国
□
（
『
：
『
ミ
②
．
○
鷺
：
『
。
．

。
「
量
白
）
。
『
ご
鷺
：
尊
◎
』
烏
『
画
、
冒
邑
旦
貝
『
旨
、
助
『
月
弄
ミ
ミ
旨
Ｃ
１
ご
睦
言
『
、
ミ
ミ
ミ
・
ヨ
シ
Ｆ
宛
臣
、
ｇ
が
あ
る
。

（
ｕ
｝
昏
一
の
９
ケ
－
ｍ
の
解
釈
は
、
必
ず
し
も
コ
モ
ン
・
ロ
－
の
概
念
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
立
法
目
的
に
照
ら
し
て
緩
か
に
な
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
詐
欺
訴
権
が
成
立
す
る
場
合
に
は
そ
れ
に
よ
る
べ
き
で
あ
り
、
宮
｝
の
９
ケ
－
ｍ
を
適
用
す

べ
き
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
地
方
裁
判
所
の
判
決
の
中
に
た
だ
一
つ
だ
け
で
は
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
再
巨
一
の
】
ｓ
－
ｍ

の
適
用
を
否
定
し
た
判
決
が
あ
っ
た
■
の
色
ご
く
・
西
①
こ
こ
』
日
「
・
切
巨
目
・
『
恩
（
の
．
Ｐ
三
・
く
Ｐ
】
屯
望
）
。
こ
の
判
決
の
結
論
は
正
し
く
な
い
と

思
わ
れ
る
が
、
た
だ
、
こ
れ
も
裁
判
所
が
、
晋
一
の
Ｓ
ケ
ー
ｍ
の
適
用
範
囲
を
画
す
る
基
準
を
模
索
し
た
結
果
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
解
す
れ
ば
無
視

出
来
な
い
意
味
を
も
つ
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
の
ノ
ー
ト
と
し
て
、
三
．
《
の
．
之
。
、
貝
⑯
『
具
」
§
一
員
賞
（
§
Ｃ
：
『
司
具
、
詫
‐
Ｓ
⑬

‐
⑨
二
・
《
（
・
菖
鈎
二
》
§
●
・
ヨ
ョ
：
←
§
ト
旨
冨
ご
面
貝
莨
Ｐ
ｇ
ェ
：
ご
・
ｒ
両
①
く
・
］
巴
。
（
』
②
息
）
》
之
。
［
の
．
丙
『
・
貝
具
○
ミ
ゼ
ミ
目
・
冨

昌
斧
３
国
」
画
く
ミ
ミ
冒
旦
切
円
ミ
ミ
：
冒
具
同
月
盲
畠
爲
ェ
旦
旦
ご
農
・
豊
三
一
：
．
ｒ
面
の
く
・
』
ち
（
Ｓ
ｍ
、
）


